
群馬県土壌汚染対策法等関係施行要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号。以下「法」という。）及び群馬県の生

活環境を保全する条例（平成１２年群馬県条例第５０号。以下「条例」という。）の施行に関し、土壌

汚染対策法施行令（平成１４年政令第３３６号。以下「令」という。）、土壌汚染対策法施行規則（平成

１４年環境省令第２９号。以下「規則」という。）、汚染土壌処理業に関する省令（平成２１年環境省令

第１０号。以下「処理業省令」という。）及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則（平成１２年

群馬県規則第１０９号。以下「条例規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 

 （書類の様式及び提出方法） 

第２条 法、令、規則、処理業省令、条例、条例規則又はこの要領の定めるところにより知事に提出する

書類の様式、提出部数及び提出先は、別表のとおりとする。 

２ 前項の書類の提出は、書面に代えて、電磁的方法によって行うことができる。この場合において、当

該書類を提出した者は、前項の提出部数を提出したものとみなす。 

 

 （土壌汚染状況調査に係る結果報告の期限延長の申請） 

第３条 規則第１条第１項ただし書又は条例規則第２９条第１項ただし書若しくは条例規則第３０条第

１項ただし書の規定により、土壌汚染状況調査に係る結果報告の期限の延長を申請する者は、所定の期

限までに、土壌汚染状況調査に係る結果報告の期限延長申請書（別記様式第１号）を知事に提出するも

のとする。法第３条第８項、法第４条第３項又は法第５条第１項の規定による命令に基づく調査につい

ても、同様とする。 

 

 （土地の利用状況に係る報告の徴収） 

第４条 法第３条第１項ただし書又は条例第４６条第１項ただし書の確認を受けた者は、毎年６月３０

日までに、その年の５月３１日以前の１年間の土地の利用状況に関し、土地の利用状況に係る定期報告

書（別記様式第２号）を知事に提出するものとする。 

 

 （一定の規模以上の土地の形質の変更の届出） 

第５条 法第３条第７項又は法第４条第１項に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更の届出を行う

者は、次に掲げる書類又は情報を併せて知事に提出するものとする。 

  一 規則第２１条の２第２項又は規則第２３条第２項第１号に規定する図面は、公図上に盛土部分と

掘削部分とが区別して表示されていること。ただし、盛土部分と掘削部分とを区別しない場合は、全

て掘削部分とみなすこと。 

  二 事業の全体が把握できる計画図であって、事業内容、事業年度、事業計画地の位置等の事業の全体

像を示した図面 

  三 土地の形質の変更の場所の一覧（別記様式第３号） 

 四 法第４条第１項に基づく届出については、当該届出対象土地に関する土地履歴等の情報があれば、

その情報 

 

   附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年１２月２８日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  



別表（第２条関係） 

書 類 の 種 類 様 式 提出部数 提 出 先 

１ 土壌汚染状況調査結果報告書（法

第３条第１項） 

規則様式第１ 正本１部及び

副本１部 

地域を管轄する環境森林

事務所又は環境事務所 

２ 土壌汚染状況調査に係る結果報告

の期限延長申請書 

別記様式第１号 正本１部 報告に係る根拠規定に応

じた提出先 

３ 特定有害物質の種類の通知申請書 規則様式第２ 正本１部及び

副本１部 

地域を管轄する環境森林

事務所又は環境事務所 

４ 土壌汚染対策法第第３条第１項た

だし書の確認申請書 

規則様式第３ 正本１部 地域を管轄する環境森林

事務所又は環境事務所 

５ 承継届出書 規則様式第４ 正本１部 地域を管轄する環境森林

事務所又は環境事務所 

６ 土地利用方法変更届出書 規則様式第５ 正本１部 地域を管轄する環境森林

事務所又は環境事務所 

７ 土地の利用状況に係る定期報告書 別記様式第２号 正本１部 地域を管轄する環境森林

事務所又は環境事務所 

８ 一定規模以上の土地の形質の変更

届出書 

規則様式第６ 正本１部及び

副本１部 

地域を管轄する環境森林

事務所又は環境事務所 

９ 土壌汚染状況調査結果報告書（法

第３条第８項、法第４条第２項） 

規則様式第７ 正本１部及び

副本１部 

地域を管轄する環境森林

事務所又は環境事務所 

１０ 土壌汚染状況調査結果報告書

（法第４条第３項） 

規則様式第７ 正本１部 環境保全課 

１１ 土壌汚染状況調査結果報告書

（法第５条第１項） 

規則様式第８ 正本１部 環境保全課 

１２ 汚染除去等計画書 規則様式第９ 正本１部 環境保全課 

１３ 工事完了報告書 規則様式第１０ 正本１部 環境保全課 

１４ 実施措置完了報告書 規則様式第１１ 正本１部 環境保全課 

１５ 帯水層の深さに係る確認申請書 規則様式第１２ 正本１部 環境保全課 

１６ 実施措置等と一体として行われ

る土地の形質の変更の確認申請書 

規則様式第１３ 正本１部 環境保全課 

１７ 地下水の水質の測定又は地下水

汚染の拡大の防止が講じられている

土地の形質の変更の確認申請書 

規則様式第１４ 正本１部 環境保全課 

１８ 形質変更時要届出区域内におけ

る土地の形質の変更届出書 

規則様式第１５ 正本１部 環境保全課 

１９ 施行管理方針に係る確認申請書

／変更届出書 

規則様式第１６ 正本１部 環境保全課 

２０ 施行管理方針の確認を受けた土

地内における土地の形質の変更届出

書 

規則様式第１７ 正本１部 環境保全課 

２１ 施行管理方針の確認を受けた土

地の汚染状態が人為等に由来するこ

とが確認された場合等の届出書 

規則様式第１８ 正本１部 環境保全課 

２２ 施行管理方針の廃止届出書 規則様式第１９ 正本１部 環境保全課 

２３ 指定の申請書 規則様式第２０ 正本１部 環境保全課 



２４ 搬出しようとする土壌の基準適

合認定申請書 

規則様式第２５ 正本１部 環境保全課 

２５  汚染土壌の区域外搬出届出書 規則様式第２６ 正本１部 環境保全課 

２６ 汚染土壌の区域外搬出変更届出

書 

規則様式第２７ 正本１部 環境保全課 

２７ 非常災害時における汚染土壌の

区域外搬出届出書 

規則様式第２８ 正本１部 環境保全課 

２８ 搬出汚染土壌の運搬・処理状況

確認届出書 

規則様式第３０ 正本１部 環境保全課 

２９ 光ディスク提出書 規則様式第３１ 提出すべき書類の種類に応じた提出部数、

提出先 

３０ 汚染土壌処理業許可申請書 処理業省令様式

第１ 

正本１部 環境保全課 

３１ 汚染土壌処理業に係る変更許可

申請書 

処理業省令様式

第２ 

正本１部 環境保全課 

３２ 汚染土壌処理業に係る変更届出

書 

処理業省令様式

第３ 

正本１部 環境保全課 

３３ 汚染土壌処理業に係る休止・廃

止・再開届出書 

処理業省令様式

第４ 

正本１部 環境保全課 

３４ 廃止措置実施報告書 処理業省令様式

第５ 

正本１部 環境保全課 

３５ 汚染土壌処理業許可証の書換

え・再交付申請書 

処理業省令様式

第７ 

正本１部 環境保全課 

３６ 光ディスク提出書 処理業省令様式

第１１ 

提出すべき書類の種類に応じた提出部数、

提出先 

 


